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３ 高蔵寺ニュータウン（愛知県春日井市） 

 

（１）春日井市の概要 

春日井市は、名古屋市の中心部から約 15km圏に位置し、愛知県では名古屋市、小牧

市、犬山市、瀬戸市、西春日井郡豊山町の４市１町と、岐阜県では多治見市と接してい

る。名古屋市には、ＪＲ中央本線と名鉄小牧線で接続し、東名高速道路、中央自動車道、

名古屋第二環状自動車道、国道 19号や国道 155号などの幹線道路網や隣接する県営名

古屋空港など利便性の高い広域的な交通に恵まれている。 

昭和 30 年代後半から、高蔵寺ニュータウンの建設など土地区画整理事業が行われ、

良好な住環境の形成に重点をおいたまちづくりを推進し、人口 30万人超の名古屋圏を

代表する住宅都市として発展している。 
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      〇人口：306,423人 

（令和６年４月１日時点） 

〇世帯数：141,562世帯 

（令和６年４月１日時点） 

〇面積：92.78㎢ 

 

 

 

 

 

（２）高蔵寺ニュータウンの概要 

高蔵寺ニュータウンは、ＵＲの前身である旧：日本住宅公団が施行した土地区画整理

事業により整備され、昭和 43年に入居が始まった。７つの地区と高蔵寺駅前周辺を区

域としており、中心部に商業施設を集約したワンセンター方式が特徴で、センター周辺

にＵＲの賃貸住宅と分譲集合住宅が整備されている。日本の高度成長期を支えた最初

期の大規模住宅地であり、千里ニュータウン、多摩ニュータウンとともに、日本三大ニ

ュータウンの１つに数えられる。 

令和２年の住宅の構成は、全体戸数の 43％の戸建住宅（約 9,000戸）と 34％（約 7,100

戸）のＵＲ賃貸住宅とが大半を占め、その他、ＵＲ（旧：日本住宅公団時のものを含む）

が分譲した集合住宅が 12％（約 2,400 戸）を占めており、初期に分譲された集合住宅

が老朽化しつつある。 

人口は、平成７年の 52,000人超をピークに減少傾向に転じる一方、世帯数は約20,000

世帯で推移しており、小世帯化が進んでいる。 

また、高齢化率は平成 20年から市平均を上回り、令和６年には 36.8％となっており、

０～14 歳の年少人口率は、平成 12年から市平均を下回り、令和６年には 9.9％となっ

ている。 

（３）住宅団地再生の方向性 

当該地区が「持続可能なまち」であり続けるため、また、計画的に整備されたニュー

タウンの成熟した資産（ストック）を活かしつつ、更新（リノベーション）を重ねなが

ら、新たな若い世代への居住の魅力と全ての住民への安らぎを提供し続けるために、

「ほっとできるふるさとでありながら、新たな価値を提供し続ける“まち”であり続け

ること」（リ・ニュータウン）を目指すこととしている。 

（４）住宅団地再生の取組 

高蔵寺ニュータウンの賑わいの創出及び再生を行うための先行プロジェクトとして、

地方創生拠点整備交付金（現在の新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付

春日井市の位置 
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金：拠点整備事業））の交付対象事業により小学校統合で余剰となった廃校跡施設を改

修（転用）し、多世代交流拠点施設として「グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交流セ

ンター）」を整備した。当該施設内には、図書館、児童館、地域包括支援センター、コ

ミュニティカフェ等を整備し、公民連携（春日井市・民間企業が出資）で平成 29年 10

月に設立した高蔵寺まちづくり株式会社が施設を一体的に管理・運営（指定管理）を行

っている。まずは当該施設で得た収益を高蔵寺ニュータウンの地域へ還元する仕組み

づくりを行うことを目指しており、特に収益を生み出す機能として、まちの賑わい創出

の核ともなるコミュニティカフェ、有料の貸し会議室や体育館等を有する。また、まち

づくり会社は、高蔵寺ニュータウン各地でのイベント開催事業や空き家のサブリース

等による住宅流通事業など、高蔵寺ニュータウン全体のエリアマネジメントを目指し

ている。 

また、高齢化が進むニュータウン内の移動を円滑にするため、新たなモビリティサー

ビスの実証実験を実施した上で、サービスの担い手として地域住民が主体となったＮ

ＰＯ法人が設立され、令和４年から自家用有償旅客運送で行うオンデマンド型自動運

転送迎サービスを開始した。行政、地元大学、民間企業と連携し、持続可能な運行体制

を構築している。 

 また、他の事業として、 

①余剰となったもう１校の旧小学校の活用として、民間活力の導入によるカフェ、薬

局及びクリニック等の整備と、公共施設として体育館及び運動場の整備を実施し

た「旧小学校施設の活用による生活利便施設誘致：西のサブセンター整備」 

②ＪＲ高蔵寺駅周辺については、高蔵寺ニュータウン及び周辺地区の玄関口として

魅力ある顔づくりを推進する「ニュータウンの顔づくり：高蔵寺ゲートウェイの整

備」 

③高蔵寺ニュータウン内の高森台地区をモデルとしてＵＲの団地再生と連携し、Ｕ

Ｒ賃貸住宅、高森山、県有地を含むエリアを拠点に、高蔵寺ニュータウン全域でス

マートウェルネスを目指したまちづくりの推進を行う「団地再生によるモデル住

宅地づくり：高森台スマートウェルネスの整備」 等 

を行い、あらゆる側面から高蔵寺ニュータウンの賑わいの創出及び再生を行う。 
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（５）地域再生制度の活用可能性 

春日井市では高蔵寺ニュータウンの再生を地方創生の課題として地域再生計画に位

置付け、旧小学校施設の活用に当たり、地方創生拠点整備交付金（現在の新しい地方経

済・生活環境創生交付金（第２世代交付金：拠点整備事業））を活用しながら多世代交

流拠点施設として「グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交流センター）」の整備を行っ

た。 

また、新たなモビリティサービスの実証実験についても、地方創生推進交付金（現在

の新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金：ソフト事業））を活用した。 

これらの取組は、地域住宅団地再生事業は活用されていないものの、本取組で実施さ

れた用途地域の変更による多世代交流拠点の整備や店舗の誘導等について今後同様の

取組が実施される場合には、同事業の活用の余地がある。 
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